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江
戸
期
、
荻
生
祖
彼
の
学
説
は
一
世
を
風
靡
し
大
き
な
影
響
力

を
及
ぼ
し
た
。
だ
が
、
一
方
、
祖
練
へ
の
批
判
も
多
数
存
在
し
た

（
汁
ー
）
。
祖
練
学
と
反
祖
彼
学
と
は
江
戸
期
の
思
想
に
お
け
る
二
大

潮
流
で
あ
る
。

『
非
物
継
声
篇
』
は
、
五
井
蘭
洲
の
遺
志
を
継
い
だ
中
井
履
軒

が
、
荻
生
祖
練
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
た
書
物
で
あ
る
。
懐
徳

堂
学
派
に
は
、
五
井
蘭
洲
『
非
物
篇
』
、
中
井
竹
山
『
非
徴
』
と
い

う
有
名
な
祖
練
批
判
の
書
物
が
あ
り
、
と
も
に
、
天
明
四
年
（
一

七
八
四
）
、
懐
徳
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
（
と
も
に
懐
徳
堂
文
庫
復
刻

叢
書
で
復
刻
さ
れ
て
い
る
）
。
ま
た
、
富
永
仲
基
も
祖
株
批
判
を
展

開
し
て
い
る
。
以
上
、
蘭
洲
、
竹
山
、
仲
基
の
祖
練
批
判
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
陶
徳
民
氏
や
宮
川
康
子
氏
が
紹
介
し
て
い
る
（
汁
2
)
0

そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
著
『
非
物
継
声
篇
』
は
、
未
定
稿
で
文
字

は
じ
め
に

中
井
履
軒

『
非
物
継
声
篇
』

中
国
研
究
集
刊
水
号
（
総
四
十
九
号
）
平
成
二
十
一
年
十
二
月
―
|

九
頁

が
読
み
に
く
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
翻
刻
や
き
ち
ん
と
し
た

研
究
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
書
が
履
軒
自
身

の
説
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
れ
ば
、
一
方
、
蘭
洲

の
説
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
、
『
非
物
継
声
篇
』

を
巡
る
議
論
は
は
な
は
だ
混
乱
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
筆
者
は
、
ま
ず
、
で
き
る
限
り

の
解
読
を
試
み
、
翻
刻
を
完
成
さ
せ
た
（
拙
稿
「
『
非
物
継
声
篇
』

翻
刻
」
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二

0
0
八
、
大
阪
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
・
文
学
部
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
、
二

0
0
八
年
二
月
）
さ

ら
に
、
履
軒
や
竹
山
の
書
簡
を
探
す
こ
と
に
よ
り
、
『
非
物
継
声
篇
』

成
立
に
関
わ
る
資
料
を
発
見
し
た
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
成
果
に

基
つ
き
、
さ
ら
に
、
五
井
蘭
洲
『
非
物
篇
』
、
中
井
竹
山
『
非
徴
』
、

中
井
履
軒
『
論
語
離
題
』
な
ど
と
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、

『
非
物
継
声
篇
』
の
成
立
事
情
を
探
り
、
同
書
の
基
本
的
性
格
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
江
戸
期
の
祖
練
批
判
の
一
斑
を
明

の
成
立
に
つ
い
て

湯

城

吉

言，ー
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ら
か
に
し
、
ま
た
、
履
軒
の
思
想
の
形
成
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
『
非
物
継
声
篇
』
は
履
軒
の
執
筆
か
？
蘭
洲
の
遺
稿
か
？

ー
序
文
か
ら
の
検
証

『
非
物
継
声
篇
』
が
履
軒
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
書
が
、
履
軒
自
身
の
説

を
述
べ
た
も
の
か
、
蘭
洲
の
遺
稿
を
集
め
た
も
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

履
軒
の
著
作
で
あ
る
と
す
る
も
の
に
、
「
懐
徳
堂
水
哉
館
遺
書
遺

物
目
録
」
（
『
懐
徳
』
十
七
、
昭
和
十
四
年
）
が
あ
る
。
同
目
録
は
、

明
和
三
年
頃
に
、
履
軒
が
自
説
を
ま
と
め
た
も
の
と
す
る
。
制
作

年
代
に
つ
い
て
は
、
序
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
記
述
か
ら
、
明
和

三
年
の
頃
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
（
注
3
)

。
そ
れ
に
対
し
て
、

加
地
伸
行
編
『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』
で
は
、
『
非
物
継
声
篇
』

を
蘭
洲
の
遺
稿
に
対
す
る
疑
義
や
意
見
を
記
し
た
も
の
だ
と
し
て

い
る
(
-
九

0
頁
：
山
中
浩
之
氏
執
筆
部
分
）
。
履
軒
は
、
蘭
洲
の

『
鶏
肋
篇
』
『
質
疑
』
『
瑣
語
』
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
鶏
肋
疑

文
』
『
質
疑
疑
文
』
『
瑣
語
疑
文
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
る
の
で
、

『
非
物
継
声
篇
』
も
同
様
の
書
だ
と
考
え
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
陶

徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
）

は
、
『
非
物
継
声
篇
』
を
五
井
蘭
洲
の
著
だ
と
し
て
、
蘭
洲
の
思
想

を
分
析
す
る
材
料
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（
二

0
三
頁
注
六
）
。
陶
氏

の
説
は
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
堂
文
庫
の
研
究

2
 0

0

 5共
同
研
究
報
告
書
』
四
四
頁
の
藤
居
岳
人
氏
の
『
非
物

継
声
篇
』
解
題
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
『
非
物
継
声
篇
』
蘭
洲
遺
稿
説
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま

ず
、
『
非
物
篇
』
に
漏
れ
た
蘭
洲
の
遺
稿
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

竹
山
と
履
軒
は
蘭
洲
の
遺
命
を
受
け
、
そ
の
遺
稿
を
整
理
・
出
版

し
た
。
そ
の
際
、
蘭
洲
と
懐
徳
学
派
の
名
誉
に
か
け
て
、
字
句
の

校
訂
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、
『
非
物
篇
』
の
明
和
三
年
竹
山
序
に
は
、

以
下
の
よ
う
に
言
う
。

今
日
訂
正
之
役
、
尤
不
容
不
加
謹
焉
。
乃
淘
汰
之
勤
、
以
忘

僭
鍮
者
、
不
翅
帝
届
一
査
、
是
所
以
不
孤
負
先
生
遺
命
也
。

（
今
日
訂
正
之
役
、
尤
も
謹
み
を
加
え
ざ
る
を
容
れ
ず
。
乃
ち

た

淘
汰
の
勤
め
、
以
て
僭
鍮
を
忘
る
る
は
、
翅
だ
帝
居
の
一
査

の
み
な
ら
ず
、
是
れ
先
生
の
遺
命
に
孤
負
せ
ざ
る
所
以
な
り
。
）

＊
「
容
」
に
は
原
文
で
は
ご
フ
」
が
振
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
こ
で
は
、
蘭
洲
遺
稿
に
対
す
る
訂
正
は
、
誤
字
の
訂
正
に
と
ど

ま
ら
ず
、
内
容
に
ま
で
踏
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
確
か
に
、
履
軒
が
蘭
洲
著
『
質
疑
』
に
対
す
る
疑
問

点
を
記
し
た
『
質
疑
疑
文
』
で
も
、
蘭
洲
の
記
述
に
対
す
る
批
判
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が
忌
憚
な
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
『
非
物
篇
』
に
漏
れ
た
蘭
洲

の
語
が
あ
っ
た
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
。
だ
が
、
問
題
あ
り
と

し
て
削
除
し
た
内
容
を
履
軒
が
『
非
物
継
声
篇
』
で
拾
っ
た
と
い

う
の
も
お
か
し
な
話
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
陶
徳
民
氏
や
藤
居
岳
人

氏
は
、
『
非
物
篇
』
校
訂
の
際
に
や
む
を
得
ず
削
除
し
た
部
分
が
あ

っ
た
と
言
う
が
、
序
文
に
そ
れ
を
証
明
す
る
記
述
は
見
え
な
い
。

次
に
、
『
非
物
継
声
篇
』
序
文
に
見
え
る
「
執
役
」
と
い
う
言
葉

に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
陶
徳
民
氏
は
こ
の
言
葉
を
『
非
物
篇
』
校

訂
作
業
と
と
ら
え
て
い
る
。
確
か
に
、
先
に
引
い
た
『
非
物
篇
』

の
明
和
三
年
竹
山
序
で
も
『
非
物
篇
』
校
訂
作
業
が
「
訂
正
之
役
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、
『
奨
陰
集
（
文
集
）
』
巻
十
二
「
答
小
笠

原
仲
書
」
で
も
、
「
執
校
訂
之
役
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
4)°

だ

が
、
私
は
、
こ
の
「
執
役
」
は
、
履
軒
が
明
和
三
年
か
ら
四
年
に

か
け
て
、
一
年
間
、
京
都
に
滞
在
し
、
高
辻
卿
に
仕
え
た
こ
と
を

指
す
と
考
え
る
。
拙
稿
「
『
洛
訥
笑
嚢
』

I
中
井
履
軒
の
京
都
行
」

（
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二

0
0
四
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
履

軒
は
京
都
行
で
一
種
の
適
応
障
害
を
体
験
し
、
そ
の
こ
と
が
後
の

彼
の
生
き
方
に
大
き
な
影
帯
を
与
え
た
。
「
時
親
泄
綱
之
鱗
」
（
世

の
中
の
弛
み
を
目
の
当
た
り
に
し
）
と
は
、
京
都
で
の
不
愉
快
な

体
験
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
。
京
都
行
で
の
履
軒
の
様
子
、
京

都
行
時
代
に
行
わ
れ
た
『
非
物
篇
』
校
訂
作
業
の
実
態
に
つ
い
て

は
、
筆
者
の
発
見
し
た
新
資
料
を
証
拠
に
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
。

な
お
、
先
の
序
文
の
内
容
に
戻
れ
ば
、
「
口
不
能
自
喉
、
手
不
能
自

製
」
（
自
ら
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
書
い
た
）
と
は
、
自
分

の
内
心
か
ら
湧
き
出
る
も
の
を
書
き
留
め
た
と
い
う
以
外
に
解
釈

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
序
文
の
「
執
役
之
際
」
に
言
及
す
る
直
前

に
「
凡
其
説
『
非
物
篇
』
詳
焉
。
無
復
遺
憾
」
と
あ
る
よ
う
に
、

履
軒
は
『
非
物
篇
』
で
祖
彼
批
判
は
十
分
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
い
た
。
そ
う
は
思
い
つ
つ
も
な
お
湧
き
出
る
思
い
を

抑
え
ら
れ
ず
書
い
た
の
が
『
非
物
継
声
篇
』
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
題
名
に
な
っ
て
い
る
「
継
声
」
と
は
、
『
礼
記
』
学

記
篇
に
基
づ
く
語
で
、
先
人
の
遺
志
を
継
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
る

（
藤
居
氏
の
解
題
に
詳
し
い
）
。
蘭
洲
の
遺
稿
を
ま
と
め
た
も
の
に

付
け
る
題
名
と
し
て
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
序
文
末
尾
の

「
因
述
昔
人
所
以
誨
吾
者
、
以
詔
道
学
小
子
」
（
昔
、
先
師
が
私
に

教
え
て
く
だ
さ
っ
た
そ
の
所
以
を
同
志
に
告
げ
た
い
）
と
い
う
表

現
も
、
履
軒
の
文
章
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
蘭
洲
の
言
葉
そ
の
も
の
な
ら
「
所
以
」
と
い
う
間

接
的
な
言
い
方
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。

以
上
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
序
文
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同

書
が
履
軒
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
だ
が
、
『
非
物
継
声
篇
』

が
履
軒
の
説
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
本
文
を
見
れ
ば
一
層
明
ら
か

で
あ
る
。
内
容
面
に
つ
い
て
は
第
二
章
以
降
に
述
べ
る
こ
と
と
し
、

(3) 



こ
こ
で
は
、
形
態
面
だ
け
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

『
非
物
継
声
篇
』
は
、
『
非
物
篇
』
や
『
非
徴
』
に
比
べ
て
分
量

は
少
な
い
が
、
『
論
語
徴
』
全
章
に
渉
っ
て
記
述
が
あ
る
。
六
葉
裏

ま
で
は
丁
寧
に
清
書
さ
れ
て
い
る
が
、
余
白
に
は
後
に
加
え
ら
れ

た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
小
字
に
よ
る
書
き
入
れ
も
多
い
。
ま
た
、

入
紙
も
見
え
る
。
七
葉
表
以
降
の
草
稿
部
も
す
べ
て
履
軒
の
筆
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
一
層
、
塗
抹
、
見
せ
消
ち
が
多
い
。
蘭
洲
の
原

稿
を
履
軒
が
徹
底
的
に
推
敲
し
た
跡
だ
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
た

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
履
軒
が
自
ら
の
文
章
に
対
し
て
推
敲
し

た
跡
だ
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
原
表
紙
襄
に
祖
株
批
判

の
メ
モ
が
見
え
る
が
、
蘭
洲
の
メ
モ
を
裏
表
紙
に
は
使
わ
な
い
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
序
文
と
本
文
の
形
態
と
を
見
る
限
り
、
『
非
物

継
声
篇
』
は
履
軒
自
身
の
説
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
る
方
が
自

然
で
あ
る
。

ニ
｀
『
非
物
篇
』
校
訂
時
の
履
軒

ー
新
田
文
痺
蔵
『
弊
帯
』
中
の
書
簡
を
参
考
に

筆
者
は
、
先
に
「
『
洛
訥
羹
嚢
』
I
中
井
履
軒
の
京
都
行
」
（
『
懐

徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二

0
0
四
）
に
お
い
て
、
履
軒
の
京
都
行
の

実
態
を
推
測
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
履
軒
に
と
っ
て
京
都
行
は
つ

ら
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
単
な
る
ホ
ー
ム

シ
ッ
ク
以
外
に
、
履
軒
が
京
都
で
学
問
を
語
ら
う
友
に
欠
け
、
ま

た
、
高
辻
卿
か
ら
厚
遇
を
受
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ

た
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
推
測
を
裏
付
け
る
資
料
を
紹
介
し
つ

つ
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
執
筆
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
（
同
志
出
版
、
一
九

0
年
）
で
は
、

履
軒
は
高
辻
家
で
「
碧
山
楼
」
と
い
う
居
所
を
与
え
ら
れ
厚
遇
さ

れ
て
い
た
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
「
『
洛
訥
笑
嚢
』
I

中
井
履
軒
の
京
都
行
」
（
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二

0
0
四
、
六

三
頁
）
に
お
い
て
、
碧
山
楼
は
履
軒
の
居
所
で
は
な
く
、
宴
会
の

間
で
あ
ろ
う
と
す
る
推
測
を
述
べ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
推
測
を
裏

付
け
る
資
料
を
懐
徳
堂
文
庫
北
山
文
庫
所
蔵
『
両
峰
中
村
先
生
詩

集
』
の
中
に
発
見
し
た
。
中
村
両
峰
は
中
井
竹
山
の
門
人
で
履
軒

の
後
妻
（
一
七
七
九
年
に
再
婚
）
の
兄
で
あ
る
中
村
両
峰
で
あ
る
。

履
軒
が
高
辻
家
に
行
く
際
、
両
峰
は
京
都
の
白
木
屋
に
招
か
れ
、

二
人
を
送
る
宴
会
が
催
さ
れ
た
（
拙
稿
「
『
懐
徳
堂
会
餞
詩
巻
』
訳

注
ー
中
井
履
軒
京
都
行
の
送
別
詩
」
『
中
国
研
究
集
刊
』
三
四
号
（
陽

号
）
所
収
、
二

0
0
三
年
、
参
照
）
。
こ
の
『
両
峰
中
村
先
生
詩
集
』

の
「
碧
山
楼
小
集
得
雲
字
」
と
題
す
る
詩
に
、
割
り
注
で
「
楼
、

マ
マ

黄
門
管
公
書
院
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
碧
山
楼
は
高
辻
卿
の

院
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
「
碧
山
楼
」
に
つ
い
て

(4) 



も
う
―
つ
紹
介
し
た
い
資
料
は
、
新
田
文
庫
蔵
『
弊
帯
』
六
冊

゜

で
あ
る

(
E
3
)

（注
5
)
。
同
書
は
、
他
の
『
弊
帯
』
に
は
見
ら
れ

3
 

な
い
資
料
が
収
め
ら
れ
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
巻
二
の
「
答

荒
木
伯
遷
書
」
に
、
嵯
峨
で
の
遊
び
に
触
れ
、
あ
な
た
も
来
て
下

さ
い
と
述
べ
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

僑
館
雖
晒
、
雛
黍
雖
乏
、
亦
非
吾
等
人
所
醜
、
則
東
道
不
敢

譲
焉
。

（
僑
館
防
な
り
と
雖
も
、
雛
黍
乏
し
き
と
雖
も
、
亦
た
吾
等

が
人
の
醜
む
所
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
東
道
敢
え
て
譲
ら
ざ
る

な
り
。
）

（
注
）
〇
難
黍
…
人
を
狸
応
す
る
こ
と
。
『
論
語
』
微
子
篇
「
止
子
路

宿
、
殺
雛
為
黍
而
食
之
」
に
基
づ
く
。

履
軒
の
居
所
は
、
高
辻
家
の
敷
地
内
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

高
辻
卿
の
屋
敷
を
ま
さ
か
こ
の
よ
う
に
は
表
現
し
な
い
で
あ
ろ
う

（注
6
)
0

（
二
）
履
軒
京
都
行
の
実
態

以
下
、
新
田
文
庫
蔵
『
弊
帯
』
の
中
か
ら
、
履
軒
の
京
都
で
の

様
子
を
物
語
る
箇
所
と
『
非
物
継
声
篇
』
執
筆
に
関
わ
る
箇
所
と

を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
、
巻
一
の
末
尾
に
あ
る
「
与
中
村
君
葬
書
」
で
あ
る
。

同
書
簡
で
は
、
君
葬
が
交
流
が
広
く
、
知
識
も
広
ま
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
言
っ
た
後
に
、
履
軒
は
、
忌
憚
な
く
学
問
の
話
を
す

る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
ず

鬱
屈
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
7)°

若
者
に
教
授
す

る
機
会
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
す
ぐ
に
満
足
し
て
し
ま
う
彼
ら
の

様
子
は
決
し
て
履
軒
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
注
8
)
0

次
に
、
巻
二
の
冒
頭
に
あ
る
「
答
早
士
誉
」
を
紹
介
し
た
い
。

早
士
誉
と
は
早
野
仰
齋
（
名
辣
之
、
字
士
誉
）
で
あ
る
。
履
軒
よ

り
十
四
歳
年
少
だ
が
履
軒
と
親
し
か
っ
た
ら
し
く
、
『
洛
訥
笑
嚢
』

に
も
彼
に
寄
せ
る
詩
が
多
く
見
え
る
。
「
答
早
士
誉
」
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。

僕
今
雖
寄
樅
朱
門
、
特
以
翰
墨
周
旋
子
措
紳
諸
公
之
間
耳
。

若
教
誨
啓
沃
則
非
僕
之
任
也
。
…
制
作
短
篇
時
応
和
将
継
焉

寄
示
也
。
但
良
工
之
撲
妄
出
示
之
、
公
之
所
不
欲
、
故
不
蝋

寄
耳
゜

（
僕
今
樅
を
朱
門
に
寄
す
と
雖
も
、
特
だ
翰
墨
を
以
て
措
紳

ご
と

諸
公
の
間
に
周
旋
す
る
の
み
。
教
誨
啓
沃
の
若
き
は
則
ち
僕

の
任
に
非
ざ
る
な
り
。
：
・
短
篇
を
制
作
し
時
に
応
和
す
る
は

将
に
継
ぎ
て
寄
示
す
る
な
り
。
但
し
良
工
の
撲
妄
り
に
之
を

出
示
す
る
は
、
公
の
欲
せ
ざ
る
所
な
り
て
、
故
に
輔
ち
寄
せ

(5) 



ざ
る
の
み
。
）

（注）

0
啓
沃
…
指
導
誘
腋
す
る
こ
と
。
説
命
上
篇
の
「
啓

乃
心
、
沃
朕
心
」
に
よ
る
。

O
翰
墨
…
筆
墨
。
転
じ
て
文
学
。

0
良
工
之
撲
…
「
良
工
不
示
人
以
朴
」
（
良
匠
は
朴
の
ま
ま

示
さ
ず
、
必
ず
器
物
を
成
し
遂
げ
て
か
ら
人
に
示
す
）
（
『
後

漢
書
』
馬
援
伝
）
に
基
づ
く
。

履
軒
の
京
都
で
の
任
務
は
文
書
作
成
あ
る
い
は
能
筆
家
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
学
問
を
講
じ
る
こ
と
は
任
務

で
は
な
く
、
作
品
を
妄
り
に
開
示
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
書
簡
の
後
に
、
「
刻
質
疑
瑣
語
序
」
が
あ
り
、
以
下

の
よ
う
に
言
う
。

吾
蘭
洲
先
生
可
謂
善
師
已
。
其
身
退
然
在
環
堵
之
室
而
名
施

四
海
：
・

（
吾
が
蘭
洲
先
生
善
師
と
謂
う
べ
き
の
み
。
其
の
身
退
然
と

し
て
環
堵
の
室
に
在
り
て
名
を
四
海
に
施
し
…
）

（
注
）
〇
環
堵
之
室
：
•
一
堵
（
二
尺
幅
の
板
五
枚
分
の
長
さ
）
四
方

の
家
。
転
じ
て
、
貧
し
い
家
（
『
礼
記
』
儒
行
篇
）
。
「
環
堵
」

は
『
晋
書
』
陶
潜
伝
、
陶
潜
「
五
柳
先
生
伝
」
に
も
見
え
る

語。

履
軒
は
、
京
都
で
の
鬱
屈
し
た
状
況
の
中
で
、
貧
し
い
環
境
の
中

で
す
ば
ら
し
い
学
問
成
果
を
上
げ
た
蘭
洲
の
生
活
を
よ
り
強
く
自

ら
の
理
想
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
同
じ
く
巻
二
の
「
奉
復
伯
兄
」
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の

書
簡
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、
『
洛
訥
笑
嚢
』
に
見
え
る
「
懐
魚
贈
戯

賦
」
（
拙
稿
「
『
洛
訥
笑
嚢
』

I
中
井
履
軒
の
京
都
行
」
六
九
頁
）

を
作
っ
た
頃
（
秋
）
の
作
だ
と
わ
か
る
。

こ
の
書
簡
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
家
に
こ
も
っ
て
い
た
こ
と
を
述

べ
た
後
に
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。

承
送
非
物
校
本
及
馬
筆
、
併
領
海
味
之
賜
、
即
与
清
七
・
予

一
展
席
暢
飲
、
陶
然
而
酔
、
為
感
何
言
。
祇
増
馳
望
干
左
右

耳。
（
『
非
物
校
本
』
及
び
馬
筆
を
送
る
を
承
り
、
併
せ
て
海
味
の
賜

を
領
し
、
即
ち
清
七
・
予
一
と
席
を
展
べ
暢
飲
し
、
陶
然
と

た

た

し
て
酔
う
。
感
為
る
や
何
ぞ
―
―
―
―
べ
き
や
。
祇
だ
増
々

を
馳
せ
望
ま
ん
と
す
る
の
み
。
）

大
阪
の
海
の
味
を
楽
し
み
な
が
ら
も
故
郷
へ
の
思
い
は
増
す
ば
か

り
だ
と
こ
こ
に
言
う
『
非
物
校
本
』
と
は
『
非
物
篇
』
の

（
三
）
『
非
物
継
声
篇
』
執
筆
に
関
わ
る
記
述

(6) 



非
物
別
録
聞
成
巨
冊
、
劣
弟
蒻
具
帥
者
僅
一
小
巻
、
工
夫
不

接
続
、
今
亦
不
有
甚
加
也
。
即
合
同
上
冊
必
有
暗
合
重
複
者

可
剛
且
半
、
則
涌
滴
之
水
無
加
損
於
江
河
也
。
吾
兄
陣
力
琲

析
不
厭
詳
細
可
也
。
物
集
醜
態
実
如
尊
喩
、
雖
吾
兄
之
耐
煩

也
、
窃
恐
亦
榔
巻
不
能
畢
読
也
。
九
歎
之
二
篇
柾
過
奨
、
更

見
徴
餘
篇
漸
汗
不
已
、
餘
篇
在
腹
稿
、
実
未
上
筆
。
伏
枕
三

旬
、
意
已
蘭
突
。
恐
意
帰
干
烏
有
之
蔵
焉
。

（
『
非
物
別
録
』
巨
冊
と
成
ら
ん
こ
と
を
聞
く
も
、
劣
弟
艇
に

具
帥
す
る
者
僅
か
に
一
小
巻
の
み
に
し
て
、
工
夫
接
続
せ

ず
、
今
亦
た
甚
だ
し
く
は
加
う
る
有
ら
ざ
る
な
り
。
即
ち
上

冊
に
合
同
す
る
に
必
ず
暗
合
重
複
す
る
者
有
り
て
且
ど
半
ば

を
剛
る
べ
け
れ
ば
、
則
ち
滑
滴
の
水
江
河
に
加
損
無
き
な
り
。

つ
く

吾
が
兄
力
を
陣
し
て
朔
析
し
詳
細
を
厭
わ
ず
し
て
可
な
り
。

『
物
集
』
醜
態
実
に
尊
喩
の
如
く
、
吾
が
兄
の
煩
に
耐
う
る

ぉ

と
雖
も
、
窃
か
に
亦
た
巻
を
榔
て
て
読
む
を
畢
う
る
能
わ
ざ

る
こ
と
を
恐
る
な
り
。
「
九
歎
」
の
二
篇
柾
げ
て
奨
む
る
に

過
ぎ
、
更
に
『
徴
餘
篇
』
を
見
て
漸
汗
已
ま
ず
、
餘
篇
腹

稿
に
在
れ
ど
も
、
実
に
未
だ
筆
に
上
さ
ざ
る
な
り
。
枕
に
伏

す
こ
と
三
旬
、
意
已
に
蘭
き
た
り
。
党
に
烏
有
の
蔵
に
帰
す

る
を
恐
る
。
）

校
訂
本
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

非
物
前
巻
拝
納
、
再
祈
采
択
。
甘
子
・
伯
遷
書
奉
累
逓
送
。

こ
の

蘭
洲
の
死
後
、
竹
山
と
履
軒
と
は
、
そ
の
遺
著
の
校
訂
・
出
版
の

作
業
に
当
た
っ
た
。
『
非
物
篇
』
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
自
分
た

ち
の
『
論
語
徴
』
批
判
を
ま
と
め
て
、
続
編
を
計
画
し
た
。
こ
こ

に
「
非
物
別
録
」
と
い
う
は
、
後
に
『
非
徴
』
と
し
て
結
実
す
る

竹
山
の
『
論
語
徴
』
批
判
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
の
『
論

語
徴
』
批
判
は
小
冊
に
過
ぎ
ず
、
や
る
気
も
続
か
な
か
っ
た
。
「
お

兄
さ
ん
の
も
の
と
重
な
る
内
容
が
多
く
、
江
河
の
水
を
増
す
も
の

で
は
な
い
か
ら
無
視
し
て
く
だ
さ
い
」
と
履
軒
は
言
っ
て
い
る
。

後
に
言
う
「
徴
餘
篇
」
や
「
餘
篇
」
は
履
軒
の
『
論
語
徴
』
批
判

の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
筆
が
進
ま
ず
、
や
る
気
も
な
く
な
り
、

烏
有
の
蔵
に
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。
懐
徳
堂
預

か
り
人
と
な
り
懐
徳
堂
経
営
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
す
る
兄
の

精
力
的
な
仕
事
を
目
に
し
て
履
軒
は
劣
等
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
蘭
洲
の
衣
鉢
を
継
ぎ
、
『
論

語
徴
』
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
自
体
、
履
軒
の
興
味
に
沿
う
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
見
え
る
『
非
物
篇
』

に
関
わ
る
記
述
は
、
『
非
物
継
声
篇
』
が
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
理

由
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

た
だ
、
注
目
す
べ
き
は
、

述
で
あ
る
。

の
末
尾
に
あ
る
以
下
の
記

(7) 



魚
腑
戯
詞
聯
貢
一
笑
゜

（
『
非
物
前
巻
』
拝
し
て
納
め
、
再
び
采
択
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
。

甘
子
・
伯
遷
が
書
奉
み
て
累
ね
て
逓
送
す
。
「
魚
贈
戯
詞
」

聯
か
一
笑
に
貢
せ
ん
。
）

こ
の
『
非
物
前
巻
』
は
『
非
物
継
声
篇
』
で
あ
ろ
う
か
（
題
名
か

ら
す
る
と
『
非
物
篇
』
の
よ
う
だ
が
、
「
採
択
」
と
い
う
言
葉
と
棚

酷
を
生
じ
る
）
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
や
る
気
を
喪
失
し
、
竹
山
に

劣
等
感
を
感
じ
つ
つ
も
、
竹
山
に
自
説
の
採
用
を
懇
願
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
の
書
簡
が
書
か
れ
る
前
に
、
竹
山
か
ら
履
軒
に
届
け

ら
れ
た
書
簡
が
『
莫
陰
集
（
文
集
）
』
巻
五
に
見
え
る
。
「
与
弟
処

叔
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
自
分
の
『
論
語
徴
』
批
判
は

三
巻
に
な
っ
た
。
お
前
の
批
判
も
合
わ
せ
る
と
大
部
の
書
に
な
る

だ
ろ
う
が
仕
方
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
9
)
。
竹
山
は

履
軒
と
共
同
で
『
非
物
篇
』
の
続
編
を
執
筆
し
よ
う
と
し
て
い
た

よ
う
だ
。
だ
が
、
こ
の
約
十
七
年
後
（
天
明
四
年
(
-
七
八
四
）
）
、

『
非
徴
』
は
竹
山
の
単
著
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
題
答
は
履
軒
に

よ
る
が
、
『
非
徴
』
の
内
容
へ
の
履
軒
の
関
与
に
つ
い
て
は
一
切
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
果
た
し
て
、
『
~
に
は
履
軒
の
説
は
取
り

込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
銘
、
竹
山
の
単
著
な

の
か
。

筆
者
が
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
内
容
と
蘭
洲
『
非
物
篇
』
、
竹
山

『
非
徴
』
と
を
比
較
し
た
結
果
、
一
致
し
な
い
も
の
、
関
連
が
見

（
一
）
『
非
徴
』
『
非
物
篇
』
と
の
関
係

三
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
本
文
の
内
容

|
『
非
徴
』
、
『
非
物
篇
』
、
履
軒
の

比
較
し
て

『
論
語
』

注
釈
書
と

第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
竹
山
と
履
軒
の
書
簡
の
や
り
と
り
に

よ
れ
ば
、
二
人
は
共
同
し
て
『
非
物
篇
』
続
編
を
作
る
べ
く
、
各

自
、
原
稿
を
準
備
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
履
軒
の
作
業
は
竹
山
に

比
べ
進
捗
状
況
が
芳
し
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
と
も
か
く
、
そ

の
途
中
経
過
を
竹
山
に
見
せ
、
遠
慮
が
ち
な
が
ら
採
択
し
て
く
れ

る
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
。

果
た
し
て
、
履
軒
の
意
見
は
竹
山
に
採
用
さ
れ
た
の
か
。
も
し

そ
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
れ
ば
、
『
非
物
継
声
篇
』
が
履
軒
の
著
で
あ

る
と
い
う
証
拠
の
―
つ
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
内

容
は
履
軒
の
『
論
語
』
注
釈
書
ー
『
論
語
離
題
』
『
論
語
離
題
略
』

『
論
語
逢
原
』
な
ど
と
関
連
す
る
箇
所
が
あ
る
の
か
。
本
章
で
は
、

こ
れ
ら
諸
書
の
関
係
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
性

格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
履
軒
は
祖
株
の
『
度
量
衡
考
』

に
対
す
る
離
題
も
残
し
て
い
る
（
注
10)

の
で
、
適
宜
参
照
し
た
い
。
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ま
ず
、
学
而
篇
「
慎
終
追
遠
」
章
で
、
祖
株
は
、
先
王
は
民
を

仁
に
帰
さ
し
め
る
た
め
に
礼
を
定
め
た
と
言
う
（
注
ll)
。
そ
れ
に
対

し
て
、
『
非
物
継
声
篇
』
（
入
紙
部
分
）
で
は
、
礼
は
そ
の
よ
う
に

権
謀
術
数
的
な
も
の
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
（
注
12)°

『
非
物
継

声
篇
』
『
非
徴
』
『
非
物
篇
』
い
ず
れ
も
、
瑣
末
な
点
で
の
祖
彼
批

判
を
展
開
し
が
ち
だ
が
、
こ
れ
は
祖
練
の
核
心
説
へ
の
正
面
か
ら

の
反
論
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
竹
山
『
非
徴
』
も
同
様

の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
竹
山
は
、
礼
を
民
を
操
作
す
る
た
め

の
も
の
と
と
ら
え
る
苑
氏
に
対
し
朱
子
が
「
礼
は
当
然
す
べ
き
こ

と
だ
か
ら
す
る
の
だ
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
引
用
し
、
祖
株

は
苑
氏
よ
り
も
ひ
ど
い
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（
注
13)0

次
に
、
一
碓
也
篇
の
「
中
庸
之
為
徳
也
」
章
で
あ
る
。
祖
株
は
中

庸
を
「
音
楽
の
徳
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
あ
ま
り
重
要
視
し
な
い
。

そ
の
部
分
を
『
非
物
継
声
篇
』
は
引
用
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
見

①
竹
山
『
非
徴
』
と
の
類
似
箇
所

ら
れ
な
い
も
の
が
多
く
を
占
め
た
。
『
非
物
継
声
篇
』
の
内
容
が
履

軒
の
説
か
蘭
洲
の
説
か
に
関
わ
ら
ず
、
以
上
三
書
が
別
の
書
物
で

あ
る
以
上
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
調
査
に
よ

る
限
り
、
三
者
が
一
致
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
二
者
が
類
似

す
る
も
の
は
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
類
似
に
注
目
し
、
各
書

の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。

せ
消
ち
に
す
る
）
（
注
14)
。
『
非
徴
』
で
も
、
中
庸
は
も
っ
と
高
遠
な

も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（
注
15)0

次
に
、
述
而
篇
「
黙
而
識
之
」
章
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
章
の

「
何
有
於
我
哉
」
と
い
う
文
を
説
明
す
る
た
め
に
、
祖
彼
は
撃
壌

歌
を
持
ち
出
し
、
後
半
部
「
耕
田
而
食
、
帝
之
力
、
子
我
何
有
哉
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
韻
か
ら
す
る
と
「
帝

之
力
」
で
一
句
が
切
れ
、
「
人
民
が
結
構
な
暮
ら
し
が
で
き
て
い
る

の
は
帝
の
力
で
あ
っ
て
、
私
（
人
民
）
の
力
は
関
係
な
い
」
と
い

う
意
味
だ
と
す
る
（
注
16)
。
こ
れ
は
祖
株
が
先
王
の
力
を
重
視
す
る

余
り
の
や
や
強
引
な
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
、
根
拠
に
古
語
を
持
ち

出
す
点
も
祖
彼
に
特
徴
的
な
論
法
で
あ
る
。

以
上
の
祖
株
の
説
に
対
し
て
、
『
非
物
継
声
篇
』
で
は
、
韻
に
つ

い
て
は
認
め
な
が
ら
も
、
韻
の
切
れ
目
と
意
味
の
切
れ
目
と
は
別

だ
と
し
、
祖
彼
の
よ
う
に
考
え
る
と
『
詩
経
』
は
読
め
な
い
と
こ

ろ
が
続
出
す
る
と
言
う
（
注
17)
。
ま
た
、
竹
山
『
非
徴
』
で
も
、
『
詩

経
』
の
中
か
ら
「
周
頌
良
粗
篇
」
と
い
う
具
体
例
を
抜
い
て
、
『
非

物
継
声
篇
』
と
同
様
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
（
注
18)0

次
に
、
同
じ
く
述
而
篇
の
「
若
聖
与
仁
」
章
を
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
孔
子
が
「
聖
と
仁
と
は
私
は
及
び
も
つ
か
な
い
」
と

言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
祖
彼
は
、
「
他
人
が
孔
子
を
聖
だ
仁
だ
と

一
口
う
こ
と
に
対
し
て
の
発
言
し
た
の
だ
」
と
言
う
（
注
19)°

こ
れ
を

『
非
物
継
声
篇
』
『
非
徴
』
と
も
に
朱
注
の
堤
氏
の
説
を
測
窃
し
て

(9) 



い
る
と
批
判
す
る
（
注
20)0

次
に
、
泰
伯
篇
の
「
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
」
章
を
見
て
み
た

い
。
こ
の
章
は
、
祖
抹
は
、
べ
き
論
だ
け
で
は
な
く
、
位
が
低
い

者
は
政
治
に
携
わ
る
能
力
が
な
い
と
い
う
客
観
的
事
実
を
い
う
も

の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
後
世
の
儒
者
が
こ
の
意
味
を
知
ら
ず
に
、

好
き
勝
手
に
経
世
済
民
の
説
を
展
開
し
、
世
の
中
が
混
乱
し
た
こ

と
を
嘆
<
(
注
21)
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
非
物
継
声
篇
』
で
は
、
祖
練

の
言
う
よ
う
な
こ
と
は
客
観
的
事
実
と
し
て
あ
り
得
な
い
と
言
い
、

『
政
談
』
を
挙
げ
て
、
論
ず
る
資
格
が
な
い
の
に
、
国
家
天
下
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
祖
彼
自
身
だ
ろ
う
と
、
祖
抹
自
身
を
批

判
す
る
（
注
22)°

竹
山
『
非
徴
』
で
も
、
『
政
談
』
を
挙
げ
て
同
様
の

批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
注
2
3
)
0

そ
の
他
、
筆
者
の
調
査
で
は
、
九
条
に
お
い
て
『
非
物
継
声
篇
』

と
『
非
徴
』
の
内
容
が
一
致
し
た
（
注
24)
。
こ
の
こ
と
は
、
履
軒
の

説
の
一
部
を
竹
山
が
採
用
し
た
こ
と
を
表
す
も
の
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
『
弊
帯
』
新
田
文

庫
本
の
書
簡
の
内
容
と
見
事
に
符
合
す
る
。
逆
に
、
も
し
『
非
物

継
声
篇
』
が
蘭
洲
の
言
を
集
め
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
両
者
の
一

致
は
説
明
し
が
た
い
。

兄
竹
山
は
対
外
的
に
活
躍
し
、
弟
履
軒
は
蟄
居
し
て
学
問
研
究

に
専
念
し
た
。
そ
の
た
め
、
両
者
の
性
向
、
思
想
も
違
う
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
竹
山
の
著
述
に
見
え
る
考
え
は
履
軒
の
そ

②
蘭
洲
『
非
物
篇
』
と
の
類
似
箇
所

れ
と
重
な
る
場
合
が
あ
る
（
例
え
ば
、
蝦
夷
対
策
に
つ
い
て
の
竹

山
の
『
草
茅
危
言
』
の
内
容
と
履
軒
『
年
成
録
』
の
そ
れ
と
な
ど
）
。

思
想
上
に
お
け
る
竹
山
と
履
軒
の
影
響
関
係
（
あ
る
い
は
提
携
関

係
？
）
は
精
査
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
非
物
継
声
篇
』
の
中
に
は
、
例
外
的
に
一
箇
所
だ
け
蘭
洲
『
非

物
篇
』
と
類
似
す
る
記
述
が
あ
る
。
「
鶏
を
割
く
に
い
ず
く
ん
ぞ
牛

刀
を
用
い
ん
」
で
有
名
な
陽
貨
篇
の
「
子
之
武
城
」
章
に
関
す
る

議
論
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
、
祖
彼
は
呉
に
子
茄
の
祠
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

子
萄
が
魯
を
去
っ
て
呉
に
帰
っ
た
と
言
う
（
注
25)°

こ
れ
に
対
し
て
、

『
非
物
継
声
篇
』
で
は
、
「
そ
の
地
で
亡
く
な
ら
な
く
て
も
、
地
元

出
身
の
偉
人
が
亡
く
な
れ
ば
、
故
郷
で
は
祠
を
立
て
る
で
は
な
い

か
」
と
言
う
（
注
26)°

誠
に
妥
当
な
反
論
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
非
物
篇
』
で
も
、
言
い
回
し
は
違
う
が
、
『
非

物
継
声
篇
』
と
全
く
同
じ
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
27)°

こ
れ

は
、
お
そ
ら
く
は
、
蘭
洲
が
触
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
（
あ
る

い
は
知
ら
ず
に
）
履
軒
が
も
う
一
度
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
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履
軒
は
『
非
物
継
声
篇
』
よ
り
後
に
、
『
論
語
離
題
』
『
論
語
雌

題
略
』
『
論
語
逢
原
』
と
呼
ば
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
を
残
し
た
。

『
非
物
継
声
篇
』
の
内
容
が
履
軒
の
説
だ
と
す
る
と
、
『
非
物
継
声

篇
』
と
上
記
『
論
語
』
三
注
釈
書
と
に
は
関
連
す
る
内
容
も
見
え

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
ま
た
、
『
非
物
継
声
篇
』
と
上
記
『
論
語
』

三
注
釈
書
と
の
比
較
は
、
履
軒
の
学
問
発
展
を
窺
う
上
で
も
重
要

な
作
業
と
な
ろ
う
。
果
た
し
て
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
編
集
作
業
は

履
軒
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。

学
而
篇
の
「
道
千
乗
之
国
」
章
に
つ
い
て
、
祖
彼
は
、
万
乗
、

千
乗
、
百
乗
は
古
語
で
、
豊
か
な
こ
と
を
言
う
誇
張
表
現
に
過
ぎ

な
い
と
言
う
（
注
28)
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
非
物
継
声
篇
』
（
入
紙
部

分
）
で
は
、
百
乗
、
千
乗
、
万
乗
と
い
う
言
葉
は
、
祖
彼
が
言
う

よ
う
に
古
語
で
漠
然
と
し
た
こ
と
を
述
べ
た
概
念
で
は
な
く
、
具

体
的
な
数
字
の
根
拠
が
あ
る
と
反
駁
し
て
い
る
（
注
29)0

注
目
す
べ
き
は
、
『
非
物
継
声
篇
』
と
同
様
の
内
容
が
、
『
論
語

離
題
』
や
『
孟
子
離
題
』
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

「
道
千
乗
之
国
」
章
の
『
論
語
離
題
』
『
論
語
離
題
略
』
『
論
語
逢

原
』
い
ず
れ
に
も
見
え
る
（
注
30)0

①
履
軒
の
『
論
語
』
三
注
釈
書
と
の
類
似
箇
所

履
軒
著
『
論
語
』
注
釈
書
、

祖
練
『
論
語
徴
』
と
の
関
係

ま
た
、
千
乗
の
国
に
つ
い
て
は
、
祖
株
の
『
度
量
衡
考
』
に
対

す
る
履
軒
の
離
題
に
も
関
連
す
る
記
述
が
見
え
る
（
注
31)0

さ
ら
に
、
公
冶
長
篇
「
孟
武
伯
問
子
路
仁
乎
」
章
の
「
千
乗
之

国
」
「
百
乗
之
家
」
に
対
す
る
『
論
語
離
題
』
に
も
見
え
る
（
注
32)o

ま
た
、
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
篇
冒
頭
部
「
万
乗
之
国
試
其
君
者
、

必
千
乗
之
家
。
千
乗
之
国
試
其
君
者
、
必
百
乗
之
家
」
に
対
す
る

履
軒
『
孟
子
雌
題
』
『
孟
子
離
題
略
』
『
孟
子
逢
原
』
、
『
孟
子
』
万

章
下
篇
「
孟
献
子
百
乗
之
家
」
の
『
孟
子
雌
題
』
で
も
類
似
す
る

内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
33)0

『
非
物
継
声
篇
』
と
履
軒
の
『
論
語
』
注
釈
書
と
の
一
致
箇
所

と
し
て
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
公
冶
長
篇
の
「
季
文
子
三
思
而

後
行
」
章
で
あ
る
。
こ
の
章
は
、
季
文
子
が
「
三
思
」
し
て
か
ら

行
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
孔
子
が
「
再
斯
可
突
」
（
二
度
で

十
分
だ
）
と
答
え
た
と
い
う
だ
け
の
短
い
章
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
を
祖
株
は
、
季
文
子
の
能
力
で
は
せ
い
ぜ
い
二
回
考

え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
十
分
だ
と
い
う
意
味
に
と
ら
え
る
（
注
34)0

そ
れ
に
対
し
て
、
『
非
物
継
声
篇
』
で
は
、
「
一
思
」
「
二
思
」
は

単
純
に
一
回
、
二
回
と
い
う
回
数
を
表
す
の
で
は
な
く
、
処
理
方

法
、
そ
の
是
非
を
考
え
る
の
が
「
一
思
」
で
、
そ
の
問
題
点
を
考

え
る
の
（
検
証
作
業
）
が
「
二
思
」
だ
と
言
う
。
こ
の
考
え
に
依

れ
ば
、
「
三
思
」
は
取
り
越
し
苦
労
（
む
だ
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
逆
に
、
ま
だ
き
ち
ん
と
し
た
考
え
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
内

(11) 



は
ど
れ
だ
け
考
え
て
も
ま
だ
「
一
思
」
の
段
階
に
い
る
（
の
で
せ

い
ぜ
い
考
え
ろ
）
と
言
う
（
注
35)
。
そ
し
て
、
『
論
語
離
題
』
お
よ
び

『
論
語
逢
原
』
の
該
当
部
分
に
も
そ
の
ま
ま
の
内
容
が
見
え
る

（注
36)
。
な
お
、
こ
の
部
分
は
、
蘭
洲
『
非
物
篇
』
で
も
、
二
回
、

三
回
と
い
う
数
に
こ
だ
わ
る
な
と
い
う
批
判
を
し
て
い
る
（
注
37)0

履
軒
は
、
蘭
洲
説
を
発
展
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
も
う
一
箇
所
、
『
非
物
継
声
篇
』
と
履
軒
の
『
論
語
』

注
釈
書
の
内
容
が
一
致
す
る
箇
所
を
見
て
み
た
い
。
述
而
篇
の
「
互

と
も

郷
難
与
言
」
（
互
郷
与
に
言
い
難
し
）
章
で
あ
る
。
こ
こ
の
孔
子
の

台
詞
は
『
論
語
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
朱
子
は
、
本
来
「
人
潔
己
以
進
、
与
其
潔

也
、
不
保
其
往
也
」
が
前
に
あ
っ
た
の
が
、
後
に
順
番
が
乱
れ
た

（
錯
簡
が
あ
っ
た
）
と
す
る
。
こ
う
す
る
と
、
対
句
構
造
が
は
っ

き
り
し
、
読
み
や
す
く
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
祖
彼
は
、
朱
子

は
古
文
を
知
ら
な
い
の
で
、
錯
簡
を
疑
っ
た
の
だ
と
批
判
し
て
い

る
（
原
文
「
朱
子
疑
其
有
錯
簡
闊
文
、
亦
不
識
古
文
之
過
耳
」
）
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
非
物
継
声
篇
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

与
其
進
也
。
不
与
其
退
也
。
唯
何
甚
。
人
潔
己
以
進
、
与
其

潔
也
、
不
保
其
往
也
。

筆
者
の
調
査
に
よ
る
限
り
、
履
軒
の
『
論
語
』
注
釈
書
で
祖
彼

②
祖
彼
『
論
語
徴
』
と
履
軒

校
勘
）
〇
責
…
費
（
「
た
ま
う
」
）
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

是
章
為
錯
誤
決
突
、
「
与
其
進
」
二
句
当
在
「
不
保
其
往
也
」

下
、
則
文
意
甚
順
。
祖
来
之
説
不
待
琲
、
而
其
不
識
古
文
之

過
、
不
足
責
突
。

朱
子
説
を
敷
術
し
つ
つ
「
唯
何
甚
」
の
場
所
を
変
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
部
分
の
履
軒
の
『
論
語
』
三
注
釈
書
で
は
言
い
回
し

は
違
う
が
全
く
同
じ
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
3
8
)
0

以
上
の
よ
う
に
、
『
非
物
継
声
篇
』
と
履
軒
の
『
論
語
』
注
釈
書

で
は
、
数
箇
所
で
は
あ
る
が
、
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
内
容
が
見
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
内
容
が
履
軒
自
身
の
説
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
非
物
継
声
篇
』
が
全
体
で

九
十
章
を
扱
う
中
、
一
致
箇
所
は
非
常
に
少
な
い
と
言
え
る
。
『
論

語
徴
』
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
履
軒
が
『
論
語
』
解
釈
に

対
し
て
得
た
収
穫
物
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

批
判
の
た
め
の
批
判
は
生
み
出
す
も
の
が
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し

て
、
『
離
題
』
や
『
逢
原
』
に
結
実
す
る
履
軒
の
本
当
の
仕
事
は
、

こ
の
よ
う
な
仕
事
か
ら
の
断
絶
に
よ
り
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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の
名
に
言
及
さ
れ
る
の
は
、
衛
霊
公
篇
の
「
吾
猶
及
史
之
関
文
也
」

に
対
す
る
記
述
だ
け
で
あ
る
。
同
箇
所
の
『
離
題
略
』
は
以
下
の

よ
う
に
言
う
。

祖
来
日
、
「
之
」
下
「
也
」
上
有
関
文
。
故
註
「
関
文
」
一
字

遂
入
正
文
。
後
人
不
察
、
為
之
解
者
、
皆
堅
突
。
（
祖
来
一
部

『
論
語
徴
』
、
其
自
説
可
采
者
、
唯
此
一
條
。
）
（
注
39)

＊
（
）
内
は
割
り
注
。

つ
ま
り
、
関
文
箇
所
を
記
し
た
「
関
文
」
と
い
う
注
記
が
本
文
に

入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
履
軒
は
割
り
注
で
、

『
論
語
徴
』
で
採
用
で
き
る
の
は
こ
こ
だ
け
だ
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
、
『
非
物
継
声
篇
』
に
は
祖
株
説
の
影
帯
を
垣
間
見
る
こ
と

の
で
き
る
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

亜
飯
干
章

則
知
初
飯
不
須
侑
也
。

今
有
亜
飯
而
無
初
飯
、

楽
為
何
共
、
則
初
仮
固
無
須
月
。
然
以
『
諭
語
』
之
文
為
註

則
謬
芙
。
当
時
若
有
初
餃
而
其
八
或
因
循
一
〈
云
、
成
有
他
故

一
〈
及
行
、
記
『
綸
語
』
者
必
言
日
「
初
仮
某
則
一
〈
云
」
立
。

是
理
之
所
無
芙
°

以
楽
侑
食
者
、

初
飯
也
。

亜
飯
以
上
、
蓋
初
飯
不
須
勧
侑
、
故
楽
師
無

「
侑
」
は
勧
め
る
の
意
。
『
論
語
』
微
子
篇
の
こ
の
章
で
は
、
「
亜

飯
」
「
三
飯
」
「
四
飯
」
と
い
う
役
職
が
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
音

楽
を
鳴
ら
し
て
食
事
を
勧
め
る
係
と
い
う
こ
と
で
異
論
は
な
い
が
、

「
亜
飯
」
は
、
昼
食
(
-
日
で
二
番
目
の
食
事
）
と
す
る
説
と
ニ

の
膳
と
す
る
説
と
が
あ
る
。
祖
彼
は
後
者
の
説
を
採
り
（
注
40)
、
上

の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
「
初
飯
」
が
登
場
し
な
い
の
は
、
一
膳
目

は
食
を
進
め
る
必
要
が
な
い
か
ら
だ
と
言
う
。

次
に
履
軒
の
批
判
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
「
以
『
論
語
』
之
文
為

証
」
は
「
祖
来
之
説
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
最
初
は
、
「
祖
彼
の
説
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
書
き
方

を
し
て
い
た
が
、
次
に
「
『
論
語
』
を
証
拠
に
言
う
の
は
お
か
し
い
」

と
い
う
表
現
に
改
め
、
最
終
的
に
は
す
べ
て
を
削
除
し
た
の
で
あ

る。
履
軒
が
以
上
の
よ
う
に
、
批
判
部
分
を
段
階
的
に
抹
消
し
て
い

っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
こ
の
部
分
に
対
す

る
履
軒
の
『
論
語
』
三
注
釈
書
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
『
論
語
雌
題
』
に
は
「
亜
飯
」
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

だ
が
、
『
論
語
離
題
』
に
続
い
て
成
立
し
た
『
論
語
離
題
略
』
に
は

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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本
稿
の
検
証
に
よ
り
、
『
非
物
継
声
篇
』
が
履
軒
自
身
の
説
を
集

め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
非
物
継
声
篇
』

を
巡
る
書
簡
か
ら
、
履
軒
が
兄
竹
山
と
と
も
に
蘭
洲
の
遺
志
を
継

ぎ
『
非
物
篇
』
続
編
を
共
同
編
集
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る

が
、
『
非
物
継
声
篇
』
本
文
に
も
そ
の
形
跡
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
履
軒
著
『
論
語
離
題
』
と
共
通
す
る
説
も
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
履
軒
の
筆
で
あ
る
大
き
な
証
拠
と
言
え
よ
う
。

中
井
竹
山
•
履
軒
兄
弟
は
懐
徳
堂
を
代
表
す
る
儒
者
で
あ
る
が
、

対
外
的
に
活
躍
し
た
兄
竹
山
に
対
し
、
弟
履
軒
は
独
立
し
て
水
哉

お
わ
り
に

ま
た
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
『
論
語
逢
原
』
で
も
そ
れ
を
敷
術
す

る
。
こ
の
内
容
が
祖
彼
の
説
と
一
致
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

か
ろ
う
。
以
前
読
ん
だ
説
の
影
響
を
無
意
識
の
内
に
受
け
る
こ
と

は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
『
非
物
継
声
篇
』
の
見
せ
消
ち
を
見
る
と

そ
う
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
履
軒
は
、
祖
彼
の
名
前
を
消
し
つ

つ
、
そ
の
説
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
的
に
行
っ
た
の

で
あ
る
。

以
上
は
、
履
軒
が
消
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
た
っ
た
―
つ
の

例
外
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
部
分
を
あ
げ
つ
ら
わ
れ
て
履
軒

は
不
本
意
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
履
軒
の
変
化
も

留
め
て
い
る
点
、
『
非
物
継
声
篇
』
は
貴
重
な
資
料
だ
と
言
え
よ
う
。

館
と
い
う
私
塾
を
営
み
、
ひ
っ
そ
り
暮
ら
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の

両
者
の
学
問
的
関
係
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
も
い
く
つ
か
一
致
す
る
説
が
あ
る
。
竹

山
『
草
茅
危
言
』
に
お
け
る
対
外
政
策
と
履
軒
『
年
成
録
』
に
お

け
る
対
外
政
策
と
の
一
致
や
、
扶
桑
木
に
関
す
る
考
証
（
竹
山
「
扶

桑
木
説
」
、
履
軒
『
画
崩
』
に
お
け
る
同
条
）
な
ど
で
あ
る
。
両
者

の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。
『
非
物
継
声
篇
』
と
履
軒
の
『
論
語
』
注
釈
書
に
は
一
致
す
る

内
容
が
見
ら
れ
る
が
、
割
合
と
し
て
は
非
常
に
少
な
い
。
『
雌
題
』

や
『
逢
原
』
に
結
実
す
る
履
軒
の
本
当
の
仕
事
は
、
こ
の
よ
う
な

仕
事
か
ら
の
断
絶
に
よ
り
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
『
非
物
継
声
篇
』
の
最
大
の
特
徴
は
、
「
完
成
し
な
か
っ
た
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
分
量
も
竹
山
『
非
徴
』
に
比
べ
て
圧
倒
的
に

少
な
い
。
『
非
物
継
声
篇
』
は
履
軒
の
京
都
行
の
頃
書
か
れ
た
。
そ

の
頃
、
履
軒
は
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
鬱
屈
し
た
状
態

に
あ
っ
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
祖
株
批
判
に
つ
い

て
も
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
に
よ
り
、
履
軒
の
新
し
い
生
活
、
新
し
い
学

問
が
開
け
た
。
『
非
物
継
声
篇
』
は
以
上
の
よ
う
な
履
軒
の
総
藤
の

過
程
を
反
映
し
た
書
物
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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(
1
)
例
え
ば
、
小
島
康
敬
『
祖
彼
学
と
反
祖
株
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、

九
四
）
二
0
1
~

ニ
0
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
陶
徳
民
『
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九

四
）
第
四
章
「
祖
練
学
批
判
」
。
宮
川
康
子
『
富
永
仲
基
と
懐
徳
堂
—

思
想
史
の
前
哨
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八
）
第
一
章
「
反
祖
彼
と

し
て
の
富
永
仲
基
ー
「
論
語
徴
駁
説
」
を
中
心
に
」
は
仲
基
の
言
説

を
反
祖
彼
の
言
説
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

(
3
)
『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』
所
収
「
竹
山
•
履
軒
略
年
譜
」
（
三
二

七
頁
＼
三
二
八
頁
）
で
も
『
非
物
継
声
篇
』
は
京
都
か
ら
大
坂
へ
帰

っ
た
一
七
六
六
年
に
完
成
し
た
と
あ
る
。

(
4
)

原
文
前
後
「
吾
蘭
洲
五
井
氏
、
因
有
非
物
之
篇
、
窮
力
閑
距
、
往

歳
上
梓
之
挙
。
愚
拙
執
校
訂
之
役
、
輯
不
自
描
、
有
非
徴
之
続
、
合

刻
以
問
世
」
。

(
5
)
同
書
に
つ
い
て
は
、
池
田
光
子
「
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
『
履
軒
弊
帯
』

諸
本
に
つ
い
て
（
『
懐
徳
』
七

0
、
二

0
0
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た

注

一
九

結
局
は
脱
稿
し
な
か
っ
た
『
非
物
継
声
篇
』
を
本
稿
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
、
履
軒
は
不
本
意
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
若
い
頃
の

作
品
を
ば
っ
さ
り
と
捨
て
た
と
さ
れ
る
（
注

g
履
軒
が
、
『
非
物
継
声

篇
』
を
残
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
履
軒
の
迷

い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

い
。
同
書
で
は
、
履
軒
の
文
章
が
時
代
順
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)
そ
の
他
、
自
分
の
居
所
に
言
及
し
た
記
述
と
し
て
、
同
書
巻
一

石
樵
山
人
」
に
も
、
末
尾
に
「
幸
将
清
風
一
洗
吾
嘔
」
（
幸
う
ら
く
は

将
に
清
風
の
吾
が
麿
を
一
洗
せ
ん
こ
と
を
）
と
あ
る
。

(
7
)

原
文
「
僕
素
少
交
荷
、
足
蹟
所
経
弗
過
於
親
姻
故
旧
之
門
焉
耳
。

是
足
下
之
所
審
。
是
故
欲
得
詩
酒
諧
調
蔑
視
世
故
之
徒
而
与
之
且
弗

可
得
。
況
進
於
此
者
乎
。
又
況
講
学
事
極
微
、
夫
相
与
吐
露
心
肝
、

縦
論
極
議
、
問
難
琲
析
而
無
少
廉
者
、
舎
吾
君
葬
其
誰
也
」
。

(
8
)
原
文
「
青
衿
諸
友
或
時
執
巻
而
相
対
為
析
章
句
、
略
指
旨
趣
、
則

唯
々
而
退
。
登
能
益
於
我
乎
。
千
人
之
諾
々
不
如
一
士
之
誇
々
」
。

(
9
)
原
文
「
愚
兄
所
帥
、
巻
已
成
三
、
逆
料
之
、
合
二
人
之
録
、
当
致

浩
繁
、
然
技
廣
之
深
、
勢
弗
可
已
也
」
（
『
莫
陰
集
（
文
集
）
』
巻
五
）
。

(10)
井
上
了
「
荻
生
祖
彼
『
度
量
衡
考
』
に
対
す
る
中
井
履
軒
『
離
題
』

に
つ
い
て
」
（
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二

0
0
五
）
参
照
。

(11)

祖
株
『
論
語
徴
』
原
文
「
先
王
制
喪
祭
之
礼
、
而
慎
終
追
遠
。
是

其
意
為
民
之
情
帰
厚
故
也
。
又
日
帰
厚
如
帰
仁
。
先
王
之
礼
為
安
民

而
設
故
紺
」
。

(12)
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
行
文
流
草
、
意
不
分
明
、
似
謂
先
王
制
喪

祭
之
礼
、
非
徒
然
、
民
情
好
厘
有
厚
徳
者
、
民
帰
服
之
、
先
王
欲
民

之
帰
服
干
我
也
、
故
特
制
喪
祭
之
礼
、
以
厚
自
居
以
誘
民
也
、
果
然

喪
祭
非
誠
敬
以
為
之
突
、
乃
誘
民
之
具
耳
。
宛
然
覇
者
之
権
数
突
。

仲
尼
之
門
、
童
子
羞
称
焉
。
曽
子
孔
門
高
第
弟
子
而
不
之
羞
耶
」
。

与

(15) 



則
吾
登
敢
。

是
或
人
賛
孔

(13)
竹
山
『
非
徴
』
原
文
「
非
日
、
疸
氏
日
『
慎
終
、
使
民
勿
倍
也
、

追
遠
、
使
民
勿
忘
也
。
先
王
重
喪
祭
、
所
以
厚
民
徳
也
。
朱
子
非
之

日
、
君
子
之
慎
終
追
遠
乃
吾
事
所
当
然
、
吾
心
之
不
可
已
者
、
登
為

教
民
而
後
為
之
哉
』
。
如
祖
来
之
説
、
殆
甚
於
疸
。
究
其
説
、
則
先
王

本
楽
於
夷
眠
放
陣
、
略
無
慎
追
之
念
、
但
欲
安
民
而
故
意
行
礼
、
恐

民
不
帰
而
勉
強
示
厚
也
。
悸
突
哉
。
…
」
。

(14)
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
往
只
又
解
口
肝
江
日
、

U

肝
闘
一
ハ
甚
高
而

易
行
巳
。
聖
人
之
道
更
有
広
大
焉
者
、
有
精
微
猜
者
、
有
高
明
焉
者
。

故
以
〇
肝
為
道
者
、
非
己
」
。

(15)

竹
山
『
非
徴
』
原
文
「
以
中
庸
為
浅
近
常
事
、
以
一
掃
先
僑
精
察

之
説
。
殊
不
知
中
庸
二
字
括
浅
高
高
下
、
皆
在
其
中
芙
」
。

(16)

祖
株
『
論
語
徴
』
原
文
「
人
多
謂
不
椴
帝
力
也
。
殊
不
知
作
息
食

力
協
韻
、
力
字
句
絶
。
作
息
飲
食
、
皆
帝
所
使
也
。
莫
所
容
我
力
也
」
。

(17)
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
協
韻
句
絶
、
不
待
祖
来
而
知
也
。
然
彼
以

諧
韻
為
「
帝
之
力
」
句
、
意
□
上
文
之
証
。
果
如
其
説
、
則
『
毛
詩
』

不
可
読
者
、
多
突
。
其
説
之
牽
強
、
不
足
絣
突
」
。

(18)
竹
山
『
非
徴
』
原
文
「
渠
之
断
然
以
考
独
見
者
、
特
在
諧
韻
一
路
。

是
梁
足
哉
。
周
頌
良
耗
篇
日
「
殺
時
惇
牡
、
有
掠
其
角
、
以
似
以
続
、

続
古
之
人
」
。
末
句
無
韻
、
「
続
」
与
「
角
」
協
。
恰
如
祖
来
所
謂
撃

壌
歌
之
韻
。
然
詩
意
則
末
二
句
一
串
、
登
容
以
「
似
続
」
句
属
上
句
、

末
句
単
結
哉
。
協
韻
之
説
亦
格
芙
」
。

(19)
祖
株
『
論
語
徴
』
原
文
「
若
聖
与
仁
、

子
、
而
孔
子
以
謙
承
之
也
。
何
以
知
之
。
若
使
無
人
賛
之
、
孔
子
突

然
而
言
之
、
是
孔
子
以
仁
聖
自
処
也
」
。

(20)
履
軒
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
是
攘
朱
註
堤
氏
説
、
乃
辞
気
横
発
、

若
独
知
者
、
可
憎
。
登
欲
以
嚇
晩
学
小
子
邪
。
抑
自
欺
也
」
。
竹
山
『
非

徴
』
原
文
「
非
日
、
朱
註
圏
外
見
氏
日
、
「
当
時
有
称
夫
子
聖
且
仁
者
、

以
故
夫
子
辞
之
」
。
簡
而
足
芙
。
祖
来
叡
々
演
説
、
屋
上
架
屋
、
以
為

己
之
発
明
者
、
何
居
。
仁
聖
之
解
、
渠
家
説
、
而
此
章
所
云
々
、
文

意
尤
迂
晦
、
殆
不
可
暁
。
今
不
置
朔
也
」
。

(21)

祖
株
『
論
語
徴
』
原
文
「
辟
如
登
浮
屠
。
愈
高
則
所
見
愈
広
突
。

故
不
在
其
位
、
而
謀
其
政
也
、
必
有
昧
乎
事
而
誤
焉
者
也
。
且
身
不

任
而
輔
言
之
、
非
所
以
敬
天
也
。
自
宋
而
後
、
儒
者
昧
乎
此
章
之
義
、

故
経
済
之
説
盛
、
而
天
下
愈
不
可
治
、
悲
哉
」
。

(22)
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
是
祖
来
自
謂
也
。
曹
劇
有
言
日
「
肉
食
者

晒
突
。
不
能
善
謀
」
。
夫
位
愈
高
識
愈
下
者
、
浴
々
皆
是
也
。
焉
得
以

浮
屠
為
醤
。
祖
来
見
識
之
防
、
登
為
其
位
下
耶
。
又
日
「
身
不
任
而

輯
言
之
、
非
所
以
敬
天
也
」
。
謀
本
与
言
殊
言
之
、
登
罪
也
哉
。
果
如

其
説
、
孔
子
亦
不
敬
天
者
。
矧
其
他
乎
。
至
其
所
著
『
政
談
』
一
書

乃
実
不
敬
天
之
大
者
、
不
知
彼
何
辞
以
自
解
焉
。
且
其
書
談
当
世
之

務
、
往
々
拙
刑
不
字
之
遺
、
或
迂
闊
弗
可
行
者
、
乃
自
以
為
先
王
之

道
。
浮
屠
之
醤
、
昧
乎
事
而
誤
焉
者
、
猶
信
。
彼
登
以
己
之
如
斯
、

遂
欲
以
蔽
千
古
聖
賢
乎
、
可
笑
」
。

(23)
竹
山
『
非
徴
』
原
文
「
非
日
、
程
朱
諸
賢
所
雅
言
、
皆
明
善
誠
身
、

(16) 



進
徳
修
業
之
方
、
未
嘗
専
談
経
済
及
其
梢
獲
乎
上
、
有
時
而
及
国
家

大
政
、
亦
唯
当
位
而
言
也
。
非
鍮
職
踵
分
也
。
…
祖
来
反
以
天
下
不

治
病
宋
儒
、
甚
突
其
胚
且
妄
也
。
抑
在
祖
来
之
事
、
則
反
是
゜
蓋
渠

平
日
、
悪
正
心
厭
修
身
、
妄
意
以
経
済
為
口
実
、
背
著
『
政
談
』
一

書
、
上
諸
官
府
。
其
高
足
春
台
撰
『
経
済
録
』
以
唆
乎
世
。

．．． 
此
壺

非
不
在
其
位
而
謀
其
政
者
也
邪
。
登
非
「
昧
乎
事
而
誤
焉
者
也
」
邪
。

登
非
「
身
不
任
而
輯
言
之
者
也
」
邪
。
故
経
済
之
説
盛
、
而
天
下
愈

不
治
者
、
祖
来
輩
宜
自
悲
而
不
贈
。
羹
暇
悲
他
人
哉
」
。

(24)
泰
伯
篇
「
泰
伯
其
可
謂
至
徳
也
而
已
突
」
章
、
泰
伯
篇
「
狂
而
不

直
」
章
、
泰
伯
篇
「
大
哉
発
之
為
君
也
」
章
、
郷
党
篇
「
君
召
使
接
」

章
、
顔
淵
篇
「
克
己
復
礼
為
仁
」
章
、
顔
淵
篇
「
君
子
成
人
之
美
」

章
、
季
氏
篇
「
君
子
有
三
畏
」
章
、
陽
貨
篇
「
小
子
何
莫
学
夫
詩
」

章
、
微
子
篇
の
「
逸
民
」
章
。

(25)
祖
彼
『
論
語
徴
』
原
文
「
呉
有
子
滸
祠
、
則
子
蒋
亦
終
有
悟
於
孔

子
之
言
、
遂
不
終
為
魯
臣
而
去
賊
」
。

(26)
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
夫
先
哲
之
感
後
人
、
遠
突
。
至
其
邑
人
子

弟
往
々
為
立
祠
致
欽
慈
之
意
以
為
間
里
之
栄
、
不
必
其
丘
墓
也
。
『
史

記
』
称
「
言
慨
、
呉
人
也
」
。
呉
人
之
立
祠
、
不
亦
宜
乎
。
若
唐
宋
諸

マ
マ

賢
亡
論
其
桑
梓
丘
墓
暦
官
州
群
皆
立
祠
、
可
以
見
也
已
。
祖
来
之
謂
、

下
亦
泥
乎
」
。
＊
「
泥
乎
」
以
下
、
「
以
呉
有
子
荷
祠
、
為
其
去
魯
而

死
干
呉
、
無
稽
之
甚
。
並
彼
好
古
、
唐
宋
以
下
其
為
不
足
為
拠
乎
。

楚
有
伍
子
晋
廟
至
宋
而
口
焉
口
」
が
塗
抹
さ
れ
て
い
る
。

(27)
『
非
物
篇
』
原
文
「
…
又
日
『
呉
有
子
蒋
祠
、
則
子
蒋
亦
終
有
悟
於

孔
子
之
言
。
遂
不
終
為
魯
臣
而
去
敗
』
。
堅
哉
、
説
也
。
孔
子
昂
昔
以

諸
子
仕
魯
為
不
可
。
子
蒋
呉
人
、
故
歿
而
祠
於
郷
耳
」
。

(28)
祖
抹
『
論
語
徴
』
原
文
「
万
乗
千
乗
百
乗
、
古
言
也
。
…
古
来
註

家
、
布
算
求
合
其
数
、
可
謂
不
解
事
子
雲
已
」
。

(29)
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
『
論
語
』
『
孟
子
』
諸
書
有
万
乗
千
乗
百
乗

之
目
。
皆
据
当
時
而
立
言
也
。
非
以
始
封
之
制
而
論
也
。
其
為
数
雖

挙
大
概
也
、
亦
非
絶
無
計
較
者
。
千
里
之
賦
出
万
乗
、
三
百
餘
里
出

千
乗
、
百
里
出
百
乗
、
定
数
也
。
故
百
里
内
外
則
謂
之
百
乗
、
千
里

内
外
則
謂
之
千
乗
、
非
諸
侯
概
為
千
乗
、
大
夫
為
百
乗
。
且
万
乗
定

為
天
子
之
称
者
、
後
世
之
言
耳
。
『
孟
子
』
不
言
乎
、
「
以
万
乗
之
国

伐
万
乗
之
国
」
、
斉
与
燕
也
。
又
言
「
方
千
里
者
九
、
斉
有
其
一
」
。

又
言
「
孟
献
子
百
乗
之
家
」
、
献
子
之
宮
略
有
百
乗
也
。
祖
来
又
引
千

金
之
子
為
証
。
然
此
却
足
証
其
説
之
比
也
。
今
有
富
者
、
其
貨
不
満

百
金
而
称
之
為
千
金
之
子
、
焉
可
也
。
貨
必
千
金
内
外
、
乃
謂
之
千

金
之
子
耳
。
不
探
其
渡
、
亦
略
可
知
突
。
抑
魯
之
三
桓
‘
晋
之
六
卿
、

可
謂
富
耳
、
而
三
晋
則
大
突
、
尾
大
之
患
、
於
魯
侯
在
軋
侯
康
叔
絶

祀
見
之
。
祖
来
乃
以
尾
大
病
之
何
哉
。
彼
必
以
周
之
制
度
而
言
耶
。

マ
マ

斉
魯
之
始
封
倹
於
百
里
、
則
国
唯
有
百
乗
耳
。
焉
得
称
大
夫
為
百
乗
。

彼
之
説
無
一
当
」
。
＊
〇
比
…
「
非
」
の
誤
り
か
。

O
千
金
…
こ
の
後

に
「
且
貨
百
金
費
為
富
、
故
称
富
者
必
以
千
金
耳
。
亦
登
須
探
其
嚢

哉。

I

I
如
祖
来
可
謂
昧
乎
古
言
」
と
挟
ま
る
。

(17) 



(30)
『
論
語
離
題
』
原
文
「
千
乗
之
国
、
挙
大
国
而
言
也
。
亦
据
当
時
而

言
耳
。
勿
援
斉
魯
始
封
方
百
里
作
説
。
猶
孟
子
以
万
乗
称
斉
燕
也
。

方
百
里
之
賦
僅
百
乗
芙
」
。
『
論
語
離
題
略
』
原
文
「
千
乗
之
国
、
方

三
百
一
十
六
里
、
是
挙
当
時
大
国
而
言
也
。
不
当
以
始
封
周
制
論
焉
」
。

『
論
語
逢
原
』
原
文
「
千
乗
之
国
、
方
三
百
一
十
六
里
、
是
挙
当
時

大
国
而
言
也
。
猶
孟
子
之
時
称
万
乗
之
国
也
。
不
当
論
始
封
周
制
」
。

(31)
履
軒
は
、
『
度
量
衡
考
』
の
「
然
春
秋
時
称
千
乗
之
国
、
乃
十
万
井

之
地
。
…
」
と
い
う
文
句
に
対
し
て
、
「
千
乗
之
国
、
諸
侯
兼
井
而
後

成
突
。
非
周
家
之
制
、
此
不
須
論
」
と
離
題
を
付
け
て
い
る
（
井
上

了
「
荻
生
祖
株
『
度
量
衡
考
』
に
対
す
る
中
井
履
軒
『
離
題
』
に
つ

い
て
」
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
二

0
0
五
、
一
三
八
頁
、
参
照
）
。

た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
『
非
物
継
声
篇
』
と
『
度
量
衡
考
離
題
』
と
に

関
連
す
る
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

(32)
『
論
語
離
題
』
原
文
「
百
乗
以
制
度
言
之
。
是
方
百
里
之
賦
也
。
非

人
臣
之
所
有
。
但
周
末
諸
侯
益
大
而
大
夫
乃
有
百
乗
之
富
耳
。
不
得

以
周
家
制
度
立
論
」
。
た
だ
し
、
『
論
語
離
題
略
』
『
論
語
逢
原
』
に
は

見
え
な
い
。

(
3
3
)
『
孟
子
離
題
』
原
文
「
万
乗
千
乗
之
語
是
孟
子
以
其
時
立
言
芙
°
亦

但
語
大
数
耳
。
不
是
述
古
制
也
。
是
時
六
国
及
秦
皆
万
乗
芙
。
日
『
方

千
里
者
九
、
斉
有
其
一
』
、
日
『
以
千
里
畏
人
』
、
千
里
即
万
乗
之
国
。

日
『
以
万
乗
之
国
伐
万
乗
之
国
』
、
是
燕
亦
千
里
芙
°
乃
此
万
乗
之
国

指
諸
侯
、
非
指
天
子
畿
内
、
而
千
乗
之
家
指
国
臣
、
非
指
天
子
公
卿
、

〇
晋
六
卿
、
魯
三
桓
、
斉
田
氏
之
為
国
臣
、
蓋
皆
可
謂
千

〇
集
註
俯
趙
註
、
非
也
。
趙
氏
日
、
「
諸
侯
以
国
為
家
、
亦

以
避
万
乗
称
国
、
故
称
家
」
。
泥
甚
。

O
又
下
篇
云
『
不
受
於
万
乗

之
君
、
刺
万
乗
之
君
、
行
仁
政
』
、
並
指
大
国
之
君
、
非
謂
天
子
、
自

可
相
証
。

O・・・

『
管
子
』
云
、
『
百
乗
之
国
、
方
百
里
…
。
千
乗
之

国
、
方
三
百
里
…
。
万
乗
之
国
、
方
千
里
…
』
…

O
朱
子
『
詩
伝
』

魯
頌
『
公
車
千
乗
』
日
『
千
乗
之
地
、
則
三
百
十
六
里
有
奇
』
。
可
見

此
云
々
者
、
姑
従
旧
説
云
爾
、
非
其
定
説
」
。
『
孟
子
離
題
略
』
原

文
「
車
賦
之
数
、
方
百
里
出
百
乗
、
方
三
百
一
十
六
里
出
千
乗
、
方

千
里
出
万
乗
、
皆
実
数
也
。
註
方
百
里
出
千
乗
者
、
失
算
、
是
沿
趙

註
之
謬
也
。
朱
子
於
『
詩
伝
』
、
明
言
千
乗
之
地
、
則
三
百
一
十
六
里

有
奇
。
可
見
此
云
々
者
、
姑
従
旧
解
云
甜
、
非
其
定
説
。
／
論
語
馬

融
註
、
司
馬
法
、
…
」
。
／
万
乗
千
乗
之
語
、
是
孟
子
以
其
時
立
言
也
。

亦
語
大
数
耳
。
非
述
古
制
。
当
時
大
諸
侯
皆
称
万
乗
突
。
其
日
…
日

・
：
日
：
日
…
又
曰
…
日
、
乃
此
万
乗
指
諸
侯
也
。
非
謂
天
子
。
千
乗

之
家
、
指
国
臣
也
。
非
謂
天
子
公
卿
。
如
晋
六
卿
、
魯
三
桓
、
斉
田

氏
之
類
、
皆
可
称
千
乗
突
。
仁
斎
亦
有
是
説
」
。
『
孟
子
逢
原
』
原

文
「
車
賦
之
数
、
方
百
里
出
百
乗
、
方
三
百
一
十
六
里
出
千
乗
、
方

千
里
出
万
乗
、
皆
実
数
也
。
註
失
算
、
睦
趙
註
之
謬
也
。
不
可
従
」
。

(34)
『
論
語
徴
』
原
文
「
是
孔
子
断
其
妄
已
。
言
季
文
子
悪
能
三
思
、
荀

能
再
斯
可
芙
」
。

(35)
『
非
物
継
声
篇
』
原
文
「
是
章
言
凡
事
区
処
已
定
、
可
否
已
決
、
然

可
知
芙
°

乗
芙
。

(18) 



後
更
審
思
之
、
以
察
其
能
無
妨
碍
疵
累
、
斯
謂
之
『
再
思
』
。
『
再
思
』

既
察
可
謂
完
突
。
乃
更
復
一
審
、
斯
謂
之
『
三
思
』
、
是
過
應
巳
。
過

應
則
惑
。
文
子
蓋
謹
慎
鄭
重
不
敢
輔
作
者
。
時
人
脊
其
三
思
而
行
而

不
知
文
子
受
病
在
於
過
慮
生
惑
也
。
故
夫
子
断
之
日
、
再
斯
可
芙
°

然
其
決
可
否
定
区
処
非
思
不
獲
者
、
雖
乃
千
思
万
慮
、
夜
以
継
日
可

也
。
皆
一
思
中
之
事
、
与
再
思
三
思
無
相
渉
。
故
朱
子
日
『
思
之
有

未
得
者
、
須
着
子
細
去
思
。
到
思
而
得
之
、
道
方
是
一
思
』
。
祖
来
所

援
証
以
『
思
無
益
不
如
学
也
』
『
欽
明
文
思
』
『
思
日
容
』
『
心
之
官
則

思
』
『
思
兼
三
王
』
、
皆
是
『
第
一
思
』
之
『
思
』
、
非
『
再
思
』
『
三

思
』
之
『
思
』
。
夫
子
何
禁
之
為
。
祖
来
歯
葬
読
書
、
故
不
能
察
文
意
、

謂
据
程
朱
之
解
、
是
夫
子
禁
多
思
与
諸
経
伝
不
合
、
殊
不
知
夫
子
所

誠
、
唯
決
後
之
三
思
而
不
在
於
未
決
之
多
思
也
」
。

(
3
6
)
『
論
語
離
題
』
『
論
語
逢
原
』
原
文
「
『
再
思
』
『
三
思
』
者
、
非
徒

重
畳
思
慮
之
謂
也
。
蓋
凡
事
当
如
此
与
否
、
既
思
應
得
決
定
、
然
後

更
審
一
審
、
看
其
前
後
左
右
無
有
妨
躁
、
斯
謂
之
『
再
思
』
。
『
再
思
』

之
後
、
更
復
一
審
、
斯
謂
之
『
三
思
』
。
夫
子
意
謂
『
再
思
』
而
既
完
、

至
『
三
思
』
則
過
慮
害
事
。
是
『
再
思
』
『
三
思
』
皆
綿
決
後
謹
重
之

應
。
若
事
未
得
決
定
処
、
千
思
万
應
者
皆
『
第
一
思
』
中
之
事
、
不

在
『
再
思
』
『
三
思
』
之
科
」
。

(
3
7
)
簡
洲
『
非
物
篇
』
原
文
「
非
日
、
皇
疏
載
李
彪
説
、
与
此
同
。
日

『
時
人
称
季
孫
、
名
過
其
実
。
故
孔
子
矯
之
。
言
季
孫
行
事
多
閑
、

許
其
再
思
則
可
突
。
無
縁
乃
至
三
思
也
』
。
是
皆
泥
三
再
字
、
不
能
暁

孔
子
旨
已
。
文
子
蓋
思
而
不
学
者
、
愈
思
愈
失
、
故
言
其
不
若
少
思

之
愈
也
。
祖
来
又
援
『
学
而
不
思
則
岡
』
等
諸
書
思
字
、
日
『
是
古

聖
賢
之
貴
思
也
』
、
以
駁
朱
注
、
是
登
待
言
哉
。
朱
注
不
徒
多
思
之
為

尚
、
即
所
謂
思
而
不
学
則
殆
者
、
是
已
。
登
以
思
為
非
乎
」
。

(
3
8
)
『
論
語
離
題
』
『
論
語
離
題
略
』
原
文
「
『
唯
何
甚
』
三
字
、
恐
当
在

条
首
。
蓋
以
門
人
之
疑
為
已
甚
也
。
是
『
唯
何
』
至
『
往
也
』
＋
七

字
、
在
『
与
其
進
』
之
前
也
。
於
文
為
順
」
。
『
論
語
逢
原
』
原
文
「
子

日
、
『
唯
何
甚
。
人
潔
己
以
進
、
与
其
潔
也
、
不
保
其
往
也
。
与
其
進

也
、
不
与
其
退
也
』
。
旧
錯
簡
、
今
試
改
正
」
。

(39)
該
当
箇
所
の
『
離
題
』
に
は
「
物
茂
卿
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
『
逢
原
』
で
は
、
先
人
の
名
を
挙
げ
な
い
と
い
う
体
例
に

倣
い
、
祖
彼
の
名
も
消
え
て
い
る
。

(
4
0
)
原
文
「
亜
飯
之
亜
、
如
亜
聖
之
亜
、
毎
食
皆
有
亜
飯
•
三
飯
•
四

飯」。

(41)
『
弊
帯
続
編
』
序
（
加
地
伸
行
編
『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』
二
八

二
頁
）
。
『
懐
徳
堂
水
哉
館
先
哲
遺
事
』
巻
四
「
水
哉
館
の
部
」
「
履
軒

遺
事
」
「
履
軒
ノ
詩
文
」
。
山
田
三
川
『
想
古
録
』
（
西
村
天
囚
が
『
懐

徳
堂
考
』
で
い
く
つ
か
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
抜
い
て
い
る
。
平
凡
社
〈
東

洋
文
庫
〉
所
収
）
三
六
七
話
で
も
「
中
井
履
軒
は
我
が
文
章
を
世
に

伝
へ
ん
と
の
心
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
時
あ
り
て
草
下
す
る
も
其
稿
を

留
め
ざ
り
き
」
と
あ
る
。

(19) 


